
号

外

九�
平

成
二
十
五
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会
規
則

(

管

財

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
施
設
等
有
効
活
用
事
業
審
査
委
員
会
規
則

(

同

)

二

訓

令

甲

○
岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
(

管

財

課)

三

○
岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

四

規

則

岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
三
号

岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
岐
阜
県
指
定
管
理
者
審
査
委
員
会(

以
下｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

の
組
織

及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

定
義)

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

指
定
管
理
者

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
県
の
公
の
施
設(

岐
阜
産
業
会
館
を
除
く
。)

の
管
理
を
行
う
法
人
そ
の
他

の
団
体
を
い
う
。

二

申
請
団
体

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。

三

細
目
協
議

県
が
指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
の
た
め
に
申
請
団
体
と
行
う
協
議
を
い
う
。

四

優
先
交
渉
権
者

優
先
的
に
県
と
の
細
目
協
議
を
行
う
申
請
団
体
を
い
う
。

五

審
査

申
請
団
体
に
つ
い
て
、
優
先
交
渉
権
者
及
び
次
点
の
者(

優
先
交
渉
権
者
と
の
細
目
協

議
が
調
わ
な
い
と
き
に
、
当
該
優
先
交
渉
権
者
に
代
え
て
県
と
の
細
目
協
議
を
行
う
申
請
団
体
を

い
う
。)

を
選
定
し
、
又
は
指
定
管
理
者
と
し
て
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
こ
と
を
い
う
。

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日



六

特
定
者
指
名

特
定
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
み
か
ら
指
定
管
理
者
の
指
定
に
係
る
申
請
を
受

け
る
方
法
を
い
う
。

(

所
掌
事
務
等)

第
三
条

委
員
会
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

審
査
を
行
う
こ
と
。

二

県
が
特
定
者
指
名
に
よ
り
指
定
管
理
者
を
募
集
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
妥
当
性

を
判
断
す
る
こ
と
。

三

特
定
者
指
名
に
係
る
審
査(
申
請
団
体
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
と
し
て
の
妥
当
性
を
判
断
す
る

こ
と
に
限
る
。)

の
実
施
の
要
否
を
判
断
す
る
こ
と
。

四

県
が
優
先
交
渉
権
者
と
の
細
目
協
議
を
中
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
判
断
の
適

否
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

五

指
定
管
理
者
の
指
定
に
係
る
申
請
資
格
の
喪
失
に
関
す
る
事
実
の
認
定
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ

る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項
に
関
し
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

２

委
員
会
の
委
員
は
、
知
事
の
求
め
に
応
じ
、
募
集
要
項(
指
定
管
理
者
の
募
集
に
関
す
る
事
項
を

記
載
し
た
書
面
を
い
う
。)

の
妥
当
性
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

(

組
織)

第
四
条

委
員
会
は
、
委
員
六
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
公
共
政
策
、
経
営
能
力
判
断
、
維
持
管
理
、
施
設
経
営
、
県
民
協
働
そ
の
他
の
審
査
に

必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
に
関
す
る
有
識
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

(

委
員
の
任
期)

第
五
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
員
長
等)

第
六
条

委
員
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

２

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
副
委
員
長
が
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。

(

会
議)

第
七
条

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
総
意
を
も
っ
て
決
す
る
。

４

知
事
及
び
委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
を
会
議
に
出
席
さ
せ
て

意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

委
員
会
の
会
議
は
、
公
開
し
な
い
。

６

委
員
会
の
審
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
会
議
を
招
集
す
る
暇
が
な
い
と

き
、
又
は
審
査
、
判
断
若
し
く
は
意
見
の
取
り
ま
と
め
が
容
易
で
会
議
を
招
集
す
る
必
要
が
な
い
と

委
員
長
が
認
め
る
と
き
は
、
委
員
の
過
半
数
に
回
議
し
て
、
会
議
の
審
議
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

守
秘
義
務
等)

第
八
条

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様

と
す
る
。

２

委
員
は
、
審
査
に
関
し
、
申
請
団
体
と
接
触
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

委
員
は
、
審
査
に
関
し
て
申
請
団
体
か
ら
接
触
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
知
事
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

委
員
は
、
県
が
委
員
に
対
し
て
行
う
申
請
団
体
と
の
利
害
関
係
の
有
無
に
関
す
る
調
査
に
お
い
て
、

当
該
利
害
関
係
の
有
無
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

申
請
団
体
と
の
間
に
利
害
関
係
が
あ
る
委
員
は
、
当
該
申
請
団
体
に
関
す
る
審
査
の
た
め
の
会
議

に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(

庶
務)

第
九
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
管
財
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

(

委
任)

第
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
施
設
等
有
効
活
用
事
業
審
査
委
員
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成25年４月１日 ( )２



岐
阜
県
施
設
等
有
効
活
用
事
業
審
査
委
員
会
規
則

(
趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
附
属
機
関
設
置
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
岐
阜
県
施
設
等
有
効
活
用
事
業
審
査
委
員
会(

以
下｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

所
掌
事
務
等)

第
二
条

委
員
会
は
、
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

一

ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
パ
ー
ト
ナ
ー
の
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
有
施
設
等
の
有
効
活
用
に
係
る
事
業(

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
提
案
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
こ
と
。

２

委
員
会
の
委
員
は
、
知
事
の
求
め
に
応
じ
、
県
有
施
設
等
の
有
効
活
用
に
係
る
事
業
の
妥
当
性
に

つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

(

組
織)

第
三
条

委
員
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
任
命
す
る
。

(

委
員
の
任
期)

第
四
条

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間

と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

委
員
長)

第
五
条

委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

２

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

３

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
指
名
す

る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

(

会
議)

第
六
条

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。

２

委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

委
員
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
を
会
議
に
出
席
さ
せ
て
意
見
を
述

べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

委
員
会
の
審
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
緊
急
を
要
す
る
た
め
会
議
を
招
集
す
る
暇
が
な
い
と

き
、
又
は
審
議
す
る
内
容
が
容
易
で
会
議
を
招
集
す
る
必
要
が
な
い
と
委
員
長
が
認
め
る
と
き
は
、

委
員
の
過
半
数
に
回
議
し
て
、
会
議
の
審
議
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

守
秘
義
務
等)

第
七
条

委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
同
様

と
す
る
。

２

委
員
は
、
調
査
審
議
に
関
し
、
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
調
査
審
議
の
対
象
と
な
る
者(

以

下｢

対
象
者｣

と
い
う
。)

と
接
触
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

委
員
は
、
調
査
審
議
に
関
し
て
対
象
者
か
ら
接
触
が
あ
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
知
事
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

委
員
は
、
県
が
委
員
に
対
し
て
行
う
対
象
者
と
の
利
害
関
係
の
有
無
に
関
す
る
調
査
に
お
い
て
、

当
該
利
害
関
係
の
有
無
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

対
象
者
と
の
間
に
利
害
関
係
が
あ
る
委
員
は
、
当
該
対
象
者
に
関
す
る
調
査
審
議
の
た
め
の
会
議

に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(

庶
務)

第
八
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
管
財
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

(

委
任)

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
四
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
財
産
評
価
委
員
会
規
程(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中｢

総
務
部
管
財
課
施
設
改
革
企
画
監｣

を｢

総
務
部
管
財
課
財
産
活
用
企
画
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
防
火
管
理
者
規
程(

昭
和
三
十
六
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
岐
阜
総
合
庁
舎
の
項
を
削
り
、
同
表
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
紙
研
究
部
の
項
中｢

産
業
技
術
セ
ン

タ
ー
紙
研
究
部｣

を｢

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
紙
業
部｣

に
改
め
、
同
表
南
飛�
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
の

項
中｢

政
策
企
画
係
課
長
補
佐｣

を｢

政
策
企
画
係
長｣

に
改
め
、
同
表
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
の

項
を
削
り
、
同
表
森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項
中｢

管
理
課
長｣

を｢

総
務
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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